
苦情に対する必要な措置について

デイサービスセンター星岡

１．デイサービスセンター 常設の窓口 

　　（電話番号）　０８９－９１４－８６６８

　　（ＦＡＸ）   ０８９－９０５－３１２２

    （受付時間）　８：３０～１７：００

２．苦情解決責任者　　　 寺田　敏之 （管 理 者）

３．苦情受付担当者       金子　翔輔  (副 所 長）

４．苦情処理の体制及び手順

（1） 苦情の受付

　　苦情は、面接・電話・書面などにより苦情受付担当者が随時受付けます。

　

（2） 苦情受付の報告・確認

　　苦情受付担当者が受付けた苦情を苦情解決責任者に報告致します。

　

（3） 苦情解決の為の話し合い

　　苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。

（4）　苦情に関する記録の保管について

　　 サービスが完結してから5年間は、施錠の出来る場所にて苦情に関する記録を保管さ

　　せて頂きます。

＜ 行政機関その他苦情受付機関 ＞

　○松山市役所　福祉推進部　指導監査課　介護事業者指定・指導担当　　

　　  所 在 地　松山市二番町四丁目７－２

      電話番号　０８９－９４８－６９６８

      受付時間　月曜～金曜（祝日除く）　

                ８：３０～１７：１５

　

   ○愛媛県国民健康保険団体連合会

　　　所 在 地　松山市高岡町１０１－１

　　　電話番号 ０８９－９６８－８７００

　　  受付時間 月曜～金曜（祝日除く） 

                ８：３０～１７：１５

　　　     

　○愛媛県福祉サービス運営適正化委員会　愛媛県社会福祉協議会内

　　  所 在 地　松山市持田町三丁目８番１５　

　　　電話番号　０８９－９９８－３４７７

　　　受付時間　月曜～金曜（祝・振替休日・年末年始１２/２９～１/３除く）　　

　　　　　　　 　９：００～ １２：００／１３：００～１６：３０　　



苦情解決の仕組み
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　 苦情申立人
　　　　　　　　　　
                    内容確認

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　苦情申立

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①・②　　　　　松山市
　　　　　　　　　　　　　　事業者
　　　　　　　　　　　　　　　苦情受付担当　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③・④
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報告　　　　　　　　　　　国民保健
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①・②　　　　　団体連合会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　話し合い　　　事業者　　　　　　　　　　③・④
　　　　　　　　　　　　　　苦情解決責任者　　　

　　※①
　　　関係資料提出・質問・照会・調査の協力依頼
　　　　　
　　※②
　　　助言・指導

　　※③
　　　関係資料提出・質問・照会・調査依頼への回答

　　※④
　　　助言・指導に対する改善報告


